
［標準様式例7-2］

契 約 変 更 年 月 日 令和7年11月6日

契 約 業 者 名 望月測量設計株式会社

契 約 業 者 の 住 所 山梨県南巨摩郡身延町梅平２４８３－７４

業 務 の 名 称 R６・Ｒ７富士川砂防管内測量業務

業 務 場 所 富士川砂防事務所管内

業 種 区 分 測量

業 務 概 要

履 行 期 間 （ 自 ） 令和7年2月19日

履 行 期 間 （ 至 ） 令和7年12月26日

変 更 前 の 契 約 金 額 24,112,000(税込み)

変 更 金 額 -385,000(税込み)

変 更 後 の 契 約 金 額 23,727,000(税込み)

変 更 理 由

（第２回、最終）契約変更の内容

（変更した内容について記
述する）

　　１．三次元点群測量
　　　１）地上レーザ測量　１カ所増
　　　　　　　　　　　　　　　　２カ所減
　　　２）UAVレーザ測量　３カ所増
　　　　　　　　　　　　　　　　１カ所減

　　２．基準点測量
　　　１）３級基準点測量　６点増
　　　　　　　　　　　　　　　　３点減
　　　２）３級基準点設置　３点減
　　　３）４級基準点測量　２１点減

　　３．路線測量　　　　 　２カ所減
　
　　４．現地測量　　　　 　１カ所増

１．基準点測量
１）唐沢二号砂防堰堤、黒桂河内上流砂防堰堤
数量精査のため、変更（減）する。
２）雨畑砂防堰堤、大武川下流砂防堰堤、丸沢第二砂防堰堤
砂防堰堤の補修設計を行うにあたり、現状の砂防堰堤の状態を把
握するための３級基準点が必要なことから基準点測量を変更（増）
する。



２．現地測量
同年度履行中の設計業務に現況の地形を反映した詳細な測量成
果が必要となったため、変更（増）する。
３．三次元点群測量
１）西久保橋
数量の精査及び縦横断図作成を別途業務にて対応するため変更
（減）する。
２）唐沢二号砂防堰堤
当初見込んでいた縦断図の作成を別途業務にて対応するため変更
（減）する。
３）黒桂河内上流砂防堰堤
現地踏査の結果による数量精査のため、変更（減）する。
４）雨畑砂防堰堤、大武川下流砂防堰堤、小武川第一砂防堰堤、丸
沢第二砂防堰堤
砂防堰堤の補修設計を行うにあたり、現状の砂防堰堤の状態を把
握するための三次元点群測量及び三面図等作成が必要となったた
め変更（増）する。
４．路線測量
１）西久保橋
精査変更及び、縦断図面作成を別途業務にて対応するため変更
（減）する。
２）黒桂河内上流砂防堰堤
縦横断図について、別途業務にて対応するため路線測量を実施す
る必要がなくなったため、変更（減）する。
５．履行期間の延伸
雨畑砂防堰堤、大武川下流砂防堰堤、小武川第一砂防堰堤、丸沢
第二砂防堰堤における増工及び検定機関の検定作業に時間を要
するため履行期間を令和７年１２月２６日まで延伸する。


